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●●夏の夜のおもいで…　～直島の火まつりより～ 



町
づ
く
り
報
告
③ 

〜
税
務
課
か
ら
〜 

９月 １０月 

　
今
年
の
八
月
は
、
地
球
温
暖
化
に
よ
る

も
の
な
の
か
各
地
で
四
〇
℃
を
超
え
る
気

温
が
観
測
さ
れ
、
猛
暑
を
超
え
て
酷
暑
の

夏
と
な
り
、
皆
様
方
も
大
変
だ
っ
た
こ
と

と
お
察
し
申
し
上
げ
る
と
と
も
に
、
残
暑

も
厳
し
く
な
る
と
思
わ
れ
ま
す
の
で
、
お

体
に
は
十
分
に
気
を
つ
け
て
い
た
だ
き
た

い
と
思
い
ま
す 

　
今
回
の
町
づ
く
り
報
告
は
税
務
課
が
担

当
い
た
し
ま
す
の
で
、
税
に
つ
い
て
の
現

状
と
滞
納
整
理
の
対
策
に
つ
い
て
ご
報
告

い
た
し
ま
す
。 

 

◎
現
　
状 

　
平
成
十
九
年
度
か
ら
「
地
方
の
こ
と
は

地
方
で
」
と
い
う
国
の
方
針
の
も
と
、
三

位
一
体
改
革
の
ひ
と
つ
と
し
て
「
税
源
移

譲
」
が
行
わ
れ
、
皆
さ
ん
の
所
得
税
（
国

税
）
と
住
民
税
（
地
方
税
）
の
負
担
率
が

変
わ
り
ま
し
た
が
、
税
源
の
移
し
替
え
な

の
で
負
担
額
（
年
額
）
は
変
わ
り
ま
せ
ん
。

た
だ
し
、
平
成
十
一
年
度
か
ら
、
景
気
対

策
の
た
め
に
暫
定
的
な
税
負
担
の
軽
減
措

置
と
し
て
導
入
さ
れ
て
い
た
定
率
減
税
の

廃
止
や
そ
の
他
の
税
制
改
正
が
行
わ
れ
ま

し
た
の
で
、
そ
れ
に
対
す
る
影
響
が
あ
り

ま
す
の
で
ご
留
意
く
だ
さ
い
。 

　
こ
の
様
に
国
か
ら
の
税
源
移
譲
に
よ
っ

て
皆
さ
ん
が
国
へ
納
め
る
所
得
税
は
減
少

し
ま
し
た
が
、
県
・
町
へ
納
め
る
住
民
税

（
町
県
民
税
）
は
増
額
に
な
っ
て
お
り
、

直
島
町
の
自
主
財
源
に
占
め
る
町
税
（
町

民
税
・
固
定
資
産
税
・
た
ば
こ
税
・
軽
自

動
車
税
）
の
割
合
が
高
く
な
っ
て
い
ま
す

の
で
、
財
源
確
保
の
た
め
に
は
町
民
の
皆

様
に
も
ご
協
力
い
た
だ
い
て
、
納
税
に
つ

い
て
は
滞
納
が
発
生
し
な
い
よ
う
に
納
付

期
限
ま
で
に
は
必
ず
納
付
し
て
い
た
だ
き

た
い
と
思
い
ま
す
。 

　
ま
た
、
国
保
税
と
介
護
保
険
料
に
つ
い

て
は
、
相
互
負
担
の
精
神
で
被
保
険
者
全

員
の
方
が
納
め
た
税
・
料
と
国
・
県
・
町

等
の
公
費
負
担
で
医
療
費
・
介
護
料
等
に

充
当
さ
れ
ま
す
の
で
、
医
療
費
の
抑
制
に

努
め
る
と
と
も
に
、
他
の
税
同
様
に
滞
納

額
が
生
じ
な
い
よ
う
に
納
付
期
限
の
厳
守

を
お
願
い
し
ま
す
。 

　
な
お
、
国
民
健
康
保
険
及
び
介
護
保
険

で
は
、
滞
納
が
一
定
期
間
続
き
ま
す
と
保

険
証
が
交
付
さ
れ
な
か
っ
た
り
、
介
護
サ

ー
ビ
ス
が
受
け
ら
れ
な
い
な
ど
の
不
利
益

も
生
じ
ま
す
の
で
、
ご
注
意
く
だ
さ
い
。 

 

◎
滞
納
対
策 

　
す
で
に
納
付
期
限
ま
で
に
納
付
が
出
来

て
い
な
く
て
滞
納
額
が
生
じ
て
い
る
方
に

つ
い
て
は
、
督
促
状
を
す
で
に
受
け
と
っ

て
い
る
と
思
い
ま
す
が
、
今
後
は
今
ま
で

に
増
し
て
催
告
書
の
文
書
催
告
及
び
電
話

催
告
並
び
に
臨
戸
催
告
（
自
宅
・
会
社
・

職
場
訪
問
）
な
ど
の
納
税
の
催
告
を
強
力

に
推
進
し
て
い
き
ま
す
。
し
か
し
、
滞
納

者
が
滞
納
金
を
一
度
に
完
納
で
き
な
い
事

情
が
あ
る
場
合
に
は
、
徴
収
猶
予
と
い
う

納
税
の
緩
和
措
置
を
と
っ
て
分
割
納
付
が

出
来
る
場
合
も
あ
り
ま
す
の
で
、
役
場
税

務
課
に
お
い
て
必
ず
納
付
相
談
を
行
っ
て

く
だ
さ
い
。 

　
今
後
に
つ
い
て
は
、
納
付
相
談
も
な
く

放
置
さ
れ
ま
す
と
租
税
の
負
担
の
公
平
を

確
保
で
き
ま
せ
ん
の
で
、
香
川
県
東
讃
県

税
事
務
所
や
香
川
県
滞
納
整
理
推
進
機
構

等
の
専
門
機
関
と
協
力
し
て
資
産
及
び
通

帳
並
び
に
給
与
の
差
押
な
ど
の
強
制
徴
収

手
続
き
を
行
う
こ
と
を
考
え
て
お
り
、
滞

納
者
に
不
利
益
が
生
じ
る
場
合
も
あ
り
ま

す
が
ご
了
承
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。 

　
終
わ
り
に
な
り
ま
す
が
三
位
一
体
改
革

に
よ
り
、
地
方
交
付
税
の
減
少
な
ど
で
町

に
と
っ
て
は
厳
し
い
状
況
が
続
き
ま
す
が
、

自
立
し
て
魅
力
と
存
在
感
の
あ
る
町
づ
く

り
、
町
民
の
皆
様
に
満
足
感
を
持
っ
て
生

活
し
て
い
た
だ
け
る
町
づ
く
り
等
の
た
め

に
は
、
自
主
財
源
で
あ
る
町
税
は
重
要
度

を
増
し
て
い
ま
す
の
で
、
納
税
に
対
す
る

皆
様
方
の
ご
理
解
と
ご
協
力
を
お
願
い
申

し
上
げ
ま
す
。 

 

　
以
上
で
報
告
は
終
わ
り
ま
す
が
、
町
税

に
つ
い
て
の
ご
質
問
な
ど
が
あ
り
ま
し
た

ら
、
税
務
課
ま
で
お
気
軽
に
お
問
い
合
わ

せ
く
だ
さ
い
。 小

林

觀

二

 

税
務
課
長 

給  

与 

差
し押え！



ふれあい通信なおしまだより 

９９月月  １１００月月  

※番組は、予告なく変更になる場合がありますがご了承ください。 

故障かなっと思ったら
　ボリューム・放送時間帯を確認してください。 
　故障受け付けは、113番へお願いします。 
　移転・廃止は、必ず役場総務課まで印鑑を持参し、手続をしてください。 
　オフトーク通信再放送などの操作のお問い合わせは、役場総務課 
892－2222まで、お気軽にお問い合わせください。 

９月１８日からのオフトーク通信4ＣＨの番組表です。 
どうぞ、お楽しみください。 

防災 
コーナー 今月は、災害時の避難勧告について 

お話します。 

S e p t e m b e r O c t o b e r

 
１．｢避難勧告｣と｢避難指示｣ 
　｢災害対策基本法｣では、｢災害が発生し、または発

生する恐れがある場合に、人の生命または身体を災害

から保護し、その他災害の拡大を防止するために特に

必要があると認められるとき｣に市町村長は住民に避

難勧告または避難指示をすることができると定めている。

勧告と指示の違いは一般にはあまり理解されていないが、

次のとおりである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本的に勧告や指示の判断をするのは市町村長であるが、

急を要する場合や市長村長の要求などにより、都道府

県知事、警察官、海上保安官も立ち退きなどの指示を

することが可能。 

 
２．｢避難勧告｣と｢避難指示｣の課題 
　｢避難勧告｣や｢避難指示｣が出てもその情報が正しく

伝わらなかったり、その情報の意味が正しく理解され

なかったり、｢自分に限って大丈夫｣と思い根拠のない

楽観的な思い込み（正常化の偏見）により、なかなか

避難しない事例も残念ながら多い。 

 

 
３．避難準備情報 
　2004年７月の新潟豪雨などで避難勧告の出し遅れが

目立ったため、2005年から設けられた避難の準備を呼

びかける情報（避難勧告準備情報ともいう）。避難を要

する状況になるおそれがあるとき、市町村が避難勧告

を発表する準備にはいったことを知らせ、対象地域の

住民に対して避難の心構えと準備を始めるよう呼びか

けるもの。体の不自由な人やお年寄り、子供などの周

りの人の手助けが必要な人を早めに非難させるための

情報でもある。避難勧告や非難指示とは違い、事業所

の活動や商店などの営業は可能。2005年６月に発生し

た新潟での水害の際にはじめて適用された。 

　｢避難勧告｣ 
　　　地域の居住者に避難、立ち退きを勧め促す。 

　｢避難指示｣ 
　　　被害の危険が切迫したときに発せられる。 

　　　｢避難勧告｣より拘束力が強い。 



スローガン　　「かがわの交通安全“守ろうルール　示そうマナー”」 
重 点 目 標　　●飲酒運転の根絶 

　　　　　　　●夕暮れ時と夜間の歩行中・自転車乗車中の交通事故防止 

　　　　　　　●後部座席を含むシートベルトとチャイルドシートの正しい着用の徹底 

期　　　間　　　平成19年9月21日（金）～30日（日）までの10日間 

秋の全国交通安全運動 

地域の福祉、みんなで参加　～赤い羽根共同募金～ 

　毎年、赤い羽根共同募金運動に皆様からの温かい善意の募金が多く寄せられていますことに対して、心

よりお礼申し上げます。昨年、住民の皆様や町内の企業から集められた募金は、1,299,585円でした。こ

の募金は、都道府県単位で行なわれ、自分達の住む地域の共同募金会に全額集められ、その地域の福祉活

動に活用されています。直島町では、香川県で集められた募金のうち応分の金額が

配分され、さまざまな福祉活動や公園の遊具設置などに還元されております。 

　今年も、10月1日から全国一斉に共同募金運動が始まりますので、各自治会の方

が募金のお願いにお伺いした際には、よろしくお願いいたします。 

裁判員マンガ「裁判員になりました－疑惑と真実との間で－」の販売について 

　販 売 物　裁判員マンガ「裁判員になりました－疑惑と真実との間で－」 

　開 始 日　平成19年10月１日（月）～ 

　場  　所　高松市丸の内2-22　香川県弁護士会館　2階受付 

　料  　金　１冊100円 

　発 行 者　日本弁護士連合会 

きっと 

がある。 

●
●
●
●

　この運動は、県民一人ひとりに交通安全思想の普及・浸透を図り、交通ルールの遵守と正しい

交通マナーの実践を習慣付けるとともに、県民自身による道路交通環境の改善に向けた取組を推

進することにより、交通事故防止の徹底を図ることを目的として行われます。 

　町民の皆様も、町内の慣れた道でもスピードの出し過ぎや脇見などに気をつけ、シートベルト・

チャイルドシート・ヘルメットを着用し、常に安全運転に心がけるようにして下さい。 

　また、県内では高齢者による交通事故が多発しています。町

内の高齢者の方々には、くれぐれも事故に遭わないように、常

に周りの安全を確認した上での行動をお願いします。涼しくなり、

夜間にウォーキングをされる方を良く見かけます。暗くなるの

がどんどん早くなってきますので、車やバイクの運転手から発

見されやすい服装で、自分の身を守るために夜光タスキを是非

ご着用ください。夜光タスキは、役場総務課で無料配布してお

りますので、お気軽にお越しください。 

たとえば 



情報 
BOX
情報 
BOX
情報 
BOX

1

うまい話には、気をつけろ！ 

●

●

●

園児の募集 

　幼児学園では、来年４月に入園する子どもの入園願書の受付を始めます。 
　入園をご希望の方は、教育委員会または幼児学園で入園願書を受け取り、申し込みをしてください。 
願書の配布と受付期間は、10月１日（月）～10日（水）までです。 
　なお、幼児学園には保育部と幼稚部があります。 

　うまい話を見ず知らずのあなたに教えることはありません。必要ないと思ったらできるだけ早く
切りましょう。電話が悪魔に豹変する前に。 

消費生活センターは行政機関です。相談は無料です。あなたの望まないことはしません。 
情報は絶対に漏らしませんので、ご安心ください。 

★断った人に再度電話で勧誘することは法律で禁止されています（特定商取引に関する法律第17条）。 

★相手のことを思うと電話を切りづらくなりますが、一度断ればそれで終わりです。 

　しかし、１回でも契約すると、“お得意さま”になり、その後もいろいろな勧誘が続く恐れがあります。 

◎日　時　９月２０日（木） 
　　　　　9：00～12：00 

◎場　所　西部公民館 

◎相談員　土井　　厚 

　 

※お気軽にご相談ください。 

行政相談 
今月の納付期限 

国民健康保険税……………第4期分 

介護保険料（普通徴収）……………第4期分 

納付期限 １０月１日 

税務課からのお知らせ 

“たばこは町内で買いましょう” 
直島町内で販売された“たばこ”の税は直島町に入ります。 

保育部（長時間保育） 

　◎満５歳以下の幼児で、保護者が働いている家庭 

　◎保護者が、病人の看病などの理由で、保育がで 

　　きない家庭 

幼稚部（短時間保育） 

　◎満３・４・５歳 

▲
 

▲
 裏 裏 

きっと 

がある。 

きっと 

がある。 

●「必ず儲かります…」 
●「血液がサラサラになります…」 
●「電話代が安くなります…」 
●「お持ちのあの土地、売りませんか…」 

心配になったら、いつでも消費生活センターにご相談ください。 

 
住　　　所　〒760－0068　高松市松島町1－17－28 
お問い合せ　1（087）831－3151 
相 談 専 門　1（087）833－0999（平日9：00～17：00） 

香川県消費生活センター 

たとえば たとえば 
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体育指導委員による 
第2回出前講座の開催について 

　日　時　　平成19年9月26日（水） 
　　　　　　午後7時から約1時間30分 
　場　所　　西部公民館体育室 
　種　目　　シャッフルボードとショートテニス 
 
　どなたでも参加できますので、参加ご希望の方は
9月20日（木）までに教育委員会事務局までご連絡
下さい。なお、当日の参加も可能ですので、ふるっ
てご参加下さい。 

　今回は腰部脊柱管狭窄症についてお話します。 

　この疾患はよくある疾患の１つです。60歳以上

の方に多く、原因は変性した椎間板の膨隆、黄色靭

帯の肥厚、骨棘や椎間関節の肥厚といった脊椎の変形、

椎体のすべりなどにより脊柱管（神経の通る脊椎の管）

が狭くなり神経が圧迫を受けて阻血やうっ血になる

ことが原因でおこります。画像所見として単純レン

トゲンで椎間板の狭小化、骨棘、すべり、椎間関節

の肥厚などを認めます。確定診断は脊柱管の狭窄を

ＭＲＩにて確認し、時に脊髄造影を行うこともあり

ます。症状的には腰部脊柱管狭窄症であるのにＭＲ

Ｉで狭窄が明らかでないときは、脊柱管外の病変も

考えなければなりません。 

　特徴的な症状は長時間歩いたり、立っていたりす

ると腰が痛くなり、足の痛みや痺れが現れ、少し椅

子に座ったり、しゃがみこんで休むと痛みや痺れが

軽くなり、また歩けるということを繰り返します（間

欠性跛行といいます）。その他、坐骨神経痛として

片足だけに症状がでたり、両側に症状がでたり、また、

痛みや痺れの範囲も多様性があります。運動麻痺や

排尿障害を認めることもあります。ヘルニアとよく

似ていますが異なる点は両下肢に徐々に症状が増悪

することが多いという点です。 

　先に述べた間欠性跛行は下肢の血流障害でも生じ

ます。腰部脊柱管狭窄症と下肢の血流障害の大きな

違いは、前者は自転車やシルバーカー歩行など腰を

曲げた姿勢では間欠性跛行は生じにくくなります。

また、前者は座り込むなど腰を曲げて休まなければ

下肢の痛みや痺れは改善しないのに対し、後者は直

立でも改善します。つまり、腰部脊柱管狭窄症の方

は腰を曲げれば症状は緩和されるのです。腰部脊柱

管狭窄症に関しては｢無理に腰を伸ばして姿勢よく｣

というのは間違っていて、外見は不恰好だけども腰

は曲がっていても痛くないほうがいいと思います。 

　治療に関しては、まず消炎鎮痛剤や末梢循環改善

薬の内服、麻酔薬を用いた神経根ブロック、硬膜外

ブロック、腰痛体操など運動療法といった保存的療

法を行います。それでも激しい症状が続く場合は手

術を行います。その他、日常生活では無理に腰を伸

ばすと神経の出口が狭くなり痛みや痺れが強くなる

ので、歩行時にシルバーカーを用いたほうが楽に歩

行ができます。また、痛みや痺れを感じたらすぐに

腰をかけて休むようにし、無理せず自分の体調に合

わせて仕事をするようにしましょう。 

 

～ふれあい健康コラム～　腰部脊柱管狭窄症　　　　 
第4回

 
町立診療所　医師　廣瀬　友彦（ひろせ　ともひこ） 
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働く未来を考える 

　平成19年10月１日現在で就業構造基本調査を実

施します。 

　この調査は、皆さんの就業・不就業の状態を詳細

に把握することにより、雇用政策を始め経済政策な

どに必要な情報として役立てます。 

 調査の対象となった世帯には9月下旬に統計調査員

が伺いますので、ご協力をお願いします。 

総務省・香川県・直島町 

●
●
●

●

●

●

　●

　● 　●
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直島町総合防災訓練 

使用済みてんぷら油を回収します 
（廃油回収・再生プロジェクト） 

　直島町では、エコアイランド推進事業のソフト事
業の一環として本年度試験的に、一般家庭からでる
天ぷら油を回収し、バイオディーゼル燃料に精製し
てディーゼル車に使用する予定です。 
 
①目　　的　 
　廃食油を回収することで｢ごみの減量化｣に役立て
るとともに、廃食油を資源として再利用することに
より、循環形社会の形成を目指します。 
 
②回収手段 
　婦人会のご協力により、各支部の評議員さん宅に
20リットルのポリタンクを配置し、そのタンクに
回収しますので、お近くの婦人会役員さんにお問い
合せください。 
 
 
③油の出し方 
●よく洗浄し、乾かしたペットボトルなどに入れてください。 
●水が混入しないよう注意してください。 
●大きな天ぷらかすなどは取り除いてください。 
 
④引き取れる油の種類 
　回収できる油は植物性油（ナタネ油・大豆油・コ
ーン油など）でラード（動物性の油）は回収できま
せん。 

子どもさんに関する悩み、心配ごとの電話相談室です。

例えば、 

　●しつけで困っているのですが…… 

　●友だちができにくいのですが…… 

　●学校へ行きたがらないのですが…… 

その他、子どもさんのことなら何でもご相談ください。

ひとりで悩まず、話し合いながら一緒に考えましょう。

専任の相談員がお受けします。秘密厳守します。 

子どもと家庭の電話相談をご存知ですか？ 

電話番号 

受付時間 

場　　所 
　　〒760-0004　高松市西宝町2丁目6－32 
　　　　　　香川県子ども女性相談センター内 

月曜日～土曜日　9：00～21：00
（日曜日・祝祭日・年末年始はお休みです） 

087－862－4152

と　き　平成19年９月29日（土）  午前８時40分～11時30分 
ところ　直島町民グランド周辺 

３年保存
可能な非

常食を 

配付いた
します。

 

　　　　
　（数量

限定） 

防災ヘリコプターからホイストワイヤーで降

下して、要救助者をレスキュースリングで吊

り上げて救助します。 

　●　●訓練の内容 
　　　避難誘導伝達訓練 

　　　救出救助訓練を中心に行います。 

※昨年に引き続き香川県防災ヘリコプターが救助訓練に参加してくれます。 

　●　●訓練の見せ場 　●　●体験コーナー 
・救急蘇生（AED）体験コーナー 

・防災ヘリコプターの見学 

・消火器体験 
災害伝言ダイヤル『171』iモード体験コーナーもあります。 

※今年は試験的に10月・11月・12月の3回の集金日に回収 
　する予定です。 



直島の火まつり 
　８月25日（土）つつじ荘で「第6回 直島の火まつり」
が行われ、今回は、中学校三年生による踊りで始まり、
「直島観光親善大使」への記念品贈呈がありました。
また、瀬木貴将トリオによるサンポーニャ＆ケーナの
ライブや、つつじ太鼓と花火のコラボレーションなど
があり、見学された町内外の人々は楽しい時間をすご
していました。 
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ボランティア植林生育状況 ボランティア植林生育状況 ボランティア植林生育状況 
　平成１４年度の「第１回共創の森づくりin荒神島」から始まり、平成１９年度の「第４回みどり
創生in直島」まで、合計６回のボランティア植林を行ってきました。この間、毎年たくさんの町民
の方々にご協力をいただき、町といたしましても、非常にありがたく思っております。 
　そこで、過去６回の植林箇所の内、３箇所についての現在の生育状況を写真で町民の皆様にご紹
介できればと思いますので、是非ご覧下さい。 
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第1回 共創の森づくり in 荒神島 第1回 共創の森づくり in 荒神島 第1回 共創の森づくり in 荒神島 

第1回 みどり創世 
　　　　　　　 in 直島 

第1回 みどり創生 
　　　　　　　 in 直島 

第2回 共創の森づくり in 荒神島 第2回 共創の森づくり in 荒神島 第2回 共創の森づくり in 荒神島 
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　肥満には「内臓脂肪型肥満」と「皮下脂肪型肥満」の2種類あると先月号でお話しましたが、平成20年
度から始まる特定健診では、内臓脂肪の診断基準として、腹囲測定（ウエスト径測定）が必須となります。 

平成20年4月から特定健診が始まります !③ 

ボランティア植林生育状況 ボランティア植林生育状況 
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第1回 共創の森づくり in 荒神島 第1回 共創の森づくり in 荒神島 

第1回 みどり創世 
　　　　　　　 in 直島 

第1回 みどり創生 
　　　　　　　 in 直島 
第1回 みどり創生 
　　　　　　　 in 直島 

第2回 共創の森づくり in 荒神島 第2回 共創の森づくり in 荒神島 

内臓脂肪の蓄積はウエスト径で判定し、男性85cm以上、女性
90cm以上を基準値としています。この数字は、腹部CT画像で
精密に内臓脂肪を測定した場合、断面積100cm2に相当します。 

「チェック１」＋「チェック２の２項目以上」に当て
はまると、メタボリックシンドロームと判定されま
すが、メタボリックシンドロームを構成する因子の
中でも、内臓脂肪の蓄積が重要な役割を担っています。 

正しい測り方はへそまわりを測ることです。腰の一番細い
ところではないので、気をつけてください。立ったまま、
軽く息を吐いた状態で測ります。 

●具体的には… 

●メタボリックシンドロームの診断基準は、腹囲だけでなく、以下の項目に当てはまる 
　ことで診断されます。 
チェック1

おへその高さの腹囲 
　★男性　85cm以上　　★女性　90cm以上 
　※内臓脂肪面積　100cm2 以上に相当 

チェック2

脂　質 
（高脂血症） 

中性脂肪　150mg/dl以上 
　　　　かつ／または 
ＨＤＬコレステロール　40mg/dl未満 

血　圧 
（高血圧） 

収縮期（最大）血圧　130mmHg以上 
　　　　　　かつ／または 
拡張期（最小）血圧　85mmHg以上 

空腹時血糖 
（糖尿病） 

１１０mg／dl以上 

＋ 

1



ご存知ですか？障害保健福祉サービス等のお知らせ ご存知ですか？障害保健福祉サービス等のお知らせ ご存知ですか？障害保健福祉サービス等のお知らせ 

◆介護給付（かいごきゅうふ）・訓練等給付（くんれんとうきゅうふ） 

② ② ② 

〔介護給付〕 
①居宅介護（きょたくかいご） 
　居宅における入浴、排せつ、食事のサービスを提
供します。 
 
②重度訪問介護（じゅうどほうもんかいご） 
　重度の肢体不自由者で常時介護を要する方が対象
となります。（18歳以上が対象となります） 
　居宅における入浴、排せつ、食事の介護などから、
外出時の移動中の介護を総合的に行うサービスを提
供します。 
 
③行動援護（こうどうえんご） 
　知的又は精神障害により、行動上著しい困難があ
る方で常時介護を要する方が対象となります。 
　行動の際に生じ得る危険を回避するための援護や、
外出時の移動中の介護などのサービスを提供します。 
 
④療養介護（りょうようかいご） 
　医療を要する障害者で常時介護を要する方が対象
となります。主に昼間、病院その他施設などで行わ
れる機能訓練、療養上の管理、看護、医学的管理の
下での介護や日常生活上のサービスを提供します。 
（18歳未満については、児童福祉法に基づく施設
給付の対象となります） 
 

⑤生活介護（せいかつかいご） 
　常時介護を必要とする方が対象となります。主に
昼間、障害者支援施設などで行われる入浴、排せつ、
食事の介護や、創作活動又は生産活動の機会の提供
などのサービスを提供します。（18歳未満につい
ては、児童福祉法に基づく施設給付の対象となります） 
 
⑥児童デイサービス（じどうでいさーびす） 
　肢体不自由児施設などに通所し、日常生活におけ
る基本的な動作の指導、集団生活への適応訓練など
のサービスを提供します。 
 
⑦短期入所（たんきにゅうしょ） 
　介護者が病気の場合などの理由により、障害者支
援施設等へ短期間の入所が必要な方を対象に、入浴、
排せつ、食事の介護などのサービスを提供します。 
 
⑧重度障害者等包括支援（じゅうどしょうがいしゃとうほうかつしえん） 
　常時介護を必要とする方で、介護の必要の程度が
著しく高い方を対象とし、居宅介護をはじめとする
福祉サービスを包括的に提供します。 
 
⑨共同生活介護（きょうどうせいかつかいご） 
　共同生活を営む住居において主に夜間に提供される、
入浴、排せつ、食事の介護などのサービスを提供し
ます。（18歳以上が対象となります） 

　障害の種類（身体障害・知的障害・精神障害）にかかわらず、障害者の自立支援を目的に全国一律で共
通に提供するサービスが自立支援給付です。 

〔自立支援給付〕介護給付・訓練等給付・自立支援医療・補装具 

訓 練 等 給 付  介 護 給 付  

●自立訓練 
●就労移行支援 
●就労継続支援 
●共同生活援助（グループホーム） 

●居宅介護（ホームヘルプ） 
●重度訪問介護 
●行動援護 
●療養介護 
●生活介護 

●児童デイサービス 
●短期入所（ショートステイ） 
●重度障害者等包括支援 
●共同生活介護（ケアホーム） 
●施設入所支援 

～動物愛護はみんなの手で～ ～動物愛護はみんなの手で～ 



ご存知ですか？障害保健福祉サービス等のお知らせ ご存知ですか？障害保健福祉サービス等のお知らせ ② ② 
⑩施設入所支援（しせつにゅうしょしえん） 
　施設入所者に対して主に夜間に提供される、入浴、
排せつ、食事の介護などのサービスを提供します。 
（18歳未満については、児童福祉法に基づく施設
給付の対象となります） 
 
 
〔訓練等給付〕 
①自立訓練（じりつくんれん） 
　自立した日常生活や社会生活を営むことができる
よう、定められた期間、身体機能や生活能力向上の
ために必要な訓練等が受けられます。 
 
②就労移行支援（しゅうろういこうしえん） 
　就労を希望する方を対象に、定められた期間、生
産活動その他活動の機会の提供を通じて、就労に必

要な知識及び能力の向上のために必要な訓練等が受
けられます。 
 
③就労継続支援（しゅうろうけいぞくしえん） 
　通常の事業者に雇用されることが困難な方を対象に、
就労の機会を提供するとともに、生産活動その他活
動の機会の提供を通じて、就労に必要な知識及び能
力の向上のために必要な訓練等が受けられます。 
 
④共同生活援助（きょうどうせいかつえんじょ） 
　地域において共同生活を営む方を対象に、主に夜
間に共同生活を営む住居において、相談その他日常
生活の援助が受けられます。 
※訓練等給付は、18歳以上の方を基本的な対象と
していますが、18歳未満の方についても、必要に
応じて対応していきます。 

～動物愛護はみんなの手で～ ～動物愛護はみんなの手で～ ～動物愛護はみんなの手で～ 
　9月20日から26日までは動物愛護週間となっています。動物を適正に飼養することは、やさし
さと思いやりにあふれた人間性を育むことにつながります。この機会に命の大切さをもう一度考
えましょう。 
 
◎捨て犬・捨て猫はやめましょう 
　一度飼いだした犬や猫は、愛情と責任を持って最後まで育ててください。やむを得ず飼えなく
なった場合は、譲り受けてくれる方を探すか、保健所に御相談ください。 
　また生まれても飼えない犬や猫をなくすために、不妊・去勢手術を受けることも方法の一つです。 
 
◎飼主の義務 
　飼主は狂犬病予防法に基づいて、町に対し以下の手続きが必要です。 
　　　①飼犬の登録申請　　　　　　（手数料3,000円） 
　　　②飼犬の狂犬病予防注射の実施（注射料2,300円、注射済票の交付手数料550円） 
　※登録は犬の生涯に１回ですが、予防注射は毎年１回です。 
　※登録内容に変更（住所変更・死亡等）があったときは、役場住民福祉課まで届出をしてください。 
　 
◎罰則の強化 
　犬や猫を捨てると、動物愛護及び管理に関する法律により厳しく罰せられます。動物を殺した
り傷つけた場合は、1年以下の懲役または100万円以下の罰金。動物を虐待したり捨てた場合には、
50万円以下の罰金になります。 
　また、狂犬病予防法においては犬の登録や注射を怠ったものに対しての罰則も規定しています
ので、飼主の方は必ず手続きを行なってください。 
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　直島町国民健康保険（国保）は、みなさんの医療費を負担する大きな制度です。 
近年、高齢者の医療費の割合が年々高くなっています。直島町の一人あたりの医療費（601,383円）は平
成８年以降香川県下で１番高い結果となっています。香川県全体の一人あたり平均は448,073円と直島町
では約15万円も一人当たりで医療費を使っていることになります。特に、入院は県平均の1.5倍、薬剤に至
っては県平均の２倍となっています。 
　このまま医療費が増え続けることにより、みなさんの保険税増にも直接影響をあたえることになります。
みなさん一人ひとりが医療費を大切に使いましょう。 

　今年も９月23日（日）に第７回健康福祉まつりが総合福祉センタ
ーで開催されます。 
　例年どおり、国保コーナーとして以下の検診・健康チェックを予定
しております。またその他ではフリーマーケットや、食べ物販売、ア
ームレスリング大会等様々な催しを用意しておりますので、ご近所お
誘い合わせのうえ是非お越し下さい。 

①安田先生による歯科健診(10:00～11:30) 
　歯や口の中の健康は保たれているか、安田先生による歯科チェック
　や指導などを行ってくれます。 

②加速度脈波計による健康チェック(10:00～14:00) 
　あなたの血管がどれだけ老化（硬化）しているか判定してくれます。 

③体成分分析装置による健康チェック(10:00～14:00) 
　体成分（水分量、タンパク質量、骨量、脂肪量）等を分析し、何が
　多くまた何が足りないのかなど、インストラクターが説明・指導し
　てくれます。 

国民健康保険についてのお問い合わせは、役場住民福祉課　国民健康保険係（1892－2223）まで 

〈今月のアクアウォーキング教室は、 9月20日（木）13：10より福祉センター温水プールにて開催します。 〉 

平成18年度国民健
康保険医療費詳細 

老人保健受給者 

 

退職者医療被保険者 

 

一般被保険者 

 

全　　　体 
 

香川県平均全体 

平均被保 
険者数 

540 

 

416 

 

508 

 

1,464 
 

－ 

 

 

費用額 

1人あたり 

費用額 

1人あたり 

費用額 

1人あたり 

費用額 

1人あたり 

１人あたり 

入　　院 
 

277,611,354 

514,095 

64,645,098 

155,397 

98,769,076 

194,427 

441,025,528 

301,247 

215,913

外　　来 
 

142,477,880 

263,848 

65,328,580 

157,040 

41,129,270 

80,963 

248,935,730 

170,038 

156,199

歯　　科 
 

12,260,380 

22,704 

12,180,860 

29,281 

9,547,060 

18,793 

33,988,300 

23,216 

24,229

薬　　剤 
 

91,916,170 

170,215 

38,608,280 

92,808 

25,950,970 

51,085 

156,475,420 

106,882 

51,732

合　　計 
 

524,265,784 

970,863 

180,762,818 

434,526 

175,396,376 

345,268 

880,424,978 

601,383 

448,073

第７回健康福祉まつりについて 

単位：(円)

直島
町国民健康保険医療費直島
町国民健康保険医療費

平成18年度 

お
く
や
み

●●



※
こ
の
各
コ
ー
ナ
ー
に
掲
載
を
希
望
し
な
い
方
は
、

届
出
の
際
に
担
当
窓
口
で
、そ
の
旨
お
申
し
出

く
だ
さ
い
。 

寄
付
の
お
礼 

 

▼
本
村
の
新
田
明
様
よ
り
亡
父
新
田
一
弘

様
の
香
典
返
し
と
し
て
直
島
柔
道
ス
ポ

ー
ツ
少
年
団
に
対
し
て
金
一
封
の
ご
寄

付
が
あ
り
ま
し
た
。 

▼
本
村
の
前
田
明
子
様
よ
り
亡
母
辰
亥
ミ

サ
ヱ
様
の
香
典
返
し
と
し
て
直
島
「
草
」

俳
句
会
、
東
部
カ
ラ
オ
ケ
寿
会
、
直
島

町
ゲ
ー
ト
ボ
ー
ル
同
好
会
に
対
し
て
金

一
封
の
ご
寄
付
が
あ
り
ま
し
た
。 

▼
積
浦
の
西
口
忠
一
様
よ
り
亡
妻
西
口
文

子
様
の
香
典
返
し
と
し
て
積
浦
自
治
会
、

積
浦
老
友
会
、
積
浦
婦
人
会
、
直
島
町

消
防
団
第
２
分
団
に
対
し
て
金
一
封
の

ご
寄
付
が
あ
り
ま
し
た
。 

▼
宮
社
の
山
下
清
子
様
よ
り
亡
母
城
崎
マ

ス
ミ
様
の
香
典
返
し
と
し
て
文
教
区
自

治
会
に
対
し
て
金
一
封
の
ご
寄
付
が
あ

り
ま
し
た
。 

▼
文
教
区
の
岡
田
孝
子
様
よ
り
亡
夫
岡
田

武
夫
様
の
香
典
返
し
と
し
て
直
島
町
社

会
福
祉
協
議
会
、
文
教
区
自
治
会
に
対

し
て
金
一
封
の
ご
寄
付
が
あ
り
ま
し
た
。 

▼
本
村
の
三
宅
シ
ゲ
子
様
よ
り
亡
夫
三
宅

和
様
の
香
典
返
し
と
し
て
本
村
自
治
会
、

本
村
婦
人
会
、
本
村
長
寿
会
に
対
し
て

金
一
封
の
ご
寄
付
が
あ
り
ま
し
た
。 

▼
宮
浦
の
森
川
栄
子
様
よ
り
亡
夫
森
川
正

章
様
の
香
典
返
し
と
し
て
直
島
町
社
会

福
祉
協
議
会
、
直
島
町
立
診
療
所
、
宮

ノ
浦
自
治
会
に
対
し
て
金
一
封
の
ご
寄

付
が
あ
り
ま
し
た
。 

（敬称略） 

平成１９年7月28日（土）　町民グランド・中学校グランド 

◎直島野球少年団交流大会 

参加チーム 

　直島野球少年団　川東竜桜 

　後閑野球少年団　浅野ファイターズ 

　田井野球少年団　築港野球少年団 

 

試 合 結 果 

　直島野球少年団　1対16　田井野球少年団 

　直島野球少年団　4対10　浅野ファイターズ 

直島
町国民健康保険医療費
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岡
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邊
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芳
　
　
　
71
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は 

民生委員 

岡崎 貢さん表彰される 
　全国民生委員・児童委
員連合会より永年の功績
に対して表彰されました。 

記念無料法律相談の　　 
　　　　　実施について 
記念無料法律相談の　　 
　　　　　実施について 

「 法 の 日 」 週 間  

実 施 日 時  

実 施 場 所  

予 約 受 付  

平成１９年１０月４日（木） 
午前１０時～午後３時３０分 

高松家庭・簡易裁判所庁舎１階 

予約不要（受付順） 



【応募方法】 
　はがきに答えの記号（例①－Ａ）、住所（地区）、氏名、年齢、広報
についてご意見、要望などを書き添えて応募してください。 
　全問正解者の中から、抽選で5名の方に町指定のゴミ袋をプレゼ
ントします。応募は一世帯一通に限ります。 
　締切り／９月20日（木）（当日消印有効） 
　宛　先／〒761－3110 直島町1122－１ 直島町役場総務課 

「広報クイズ」係 

　※当選者の発表は商品の発送をもって代えさせていただきます。 
　※ご応募いただいたお客さまの個人情報は、賞品発送のみに使用し、 
　　第三者に開示・提供・共有したりすることはありません。 

8月号の答え①B・②A・③B　応募総数７通 

●●●答えは、今月号の広報紙の中にあります●●● 

チャレンジ！ 広報クイズ チャレンジ！ 広報クイズ 
皆さんの応募をお待ちしています。 

世帯数 
人　口 
　男 
　女 

1,505 
3,444 
1,714 
1,730

（＋６） 
（－5） 
（－2） 
（－3） 

◆わが家のスター◆ 
　お子さんの写真と両親からのメッセージを添えてください。 

◆俳句・川柳コーナー◆ 
　テーマは自由です。どうぞご自分の作品をお気軽に発表してみてください。 

◆ミニギャラリー◆ 
　得意な「絵」を描いて送ってみませんか？「絵」ならなんでも結構です。 

応募方法 
　官製はがき、または封筒に住所（地区）・氏名・年齢・電話番号をお
　書き添えのうえ、次の宛先に9月20日（木）（当日消印有効）までに
　ご応募ください。 

宛 　 先 
　〒761－3110　直島町1122－1 
　　直島町役場総務課　「広報なおしま○○○コーナー」 

■発行／平成19年9月10日　■編集／直島町役場総務課 
■印刷／山陽印刷（株）　　　　　　　0７６１ー３１１０香川郡直島町１１２２ー１ 

 

※みなさんチャレンジ！広報クイズにどしどし応募ください。 

この広報紙は自然保護のため 
再生紙を使用しています。 古紙配合率100%再生紙を 

使用しています 

①体育指導員による出前講座の開催日はいつ？ 
　 Ａ　9月17日　　　Ｂ　9月26日　　　Ｃ　9月29日 
②女性のメタボリックシンドロームの診断基準は腹囲何cm以上か？ 
　 Ａ　85cm　 　　　Ｂ　90cm 　　　　Ｃ　100cm 
③第７回健康福祉まつりの開催日はいつ？ 
　 Ａ　9月23日　　　Ｂ　9月24日　　　Ｃ　9月30日 

※診察時間は、午前９時から午後５時まで 
※休日当番医は都合により変更することがあります。 

※担当医は都合により変更することがあります。 
※診察時間　午前９時～12時・午後２時30分～４時30分 
※救急患者の場合は診療時間外でも診療いたしますのでふれあい診療 
　所に電話してください。　　　ふれあい診療所（1892－2266） 

日 内　　　科 外　　　科 歯　　　科 

23

9月 

17

24

30

8

10月 

7

市民病院小児科 
（宇野）31－2101

市民病院外科 
（宇野）31－2101

垣内医院 
（宇野）21－3414

松田病院 
（和田）81－7821

中谷外科病院 
（田井）31－2323

大西病院 
（田井）33－9333

近藤（信）医院 
（西田井地）41－1566

青井医院 
（宇野）21－4370

桜井医院 
（和田）81－8314

田川医院 
（和田）81－8345

山田外科医院 
（和田）81－7197

島野医院 
（玉）31－0745

海岸通りクリニック 
（宇野）31－3400

三宅内科外科医院 
（槌ヶ原）71－2277

岡本医院 
（用吉）71－3535

東医院 
（玉原）31－7811

佐野整形外科医院 
（宇野）21－2924

木下医院 
（田井）31－5545

月曜日 

9.10 

東矢 

17 

休診日 

24 

休診日 

10.1 

東矢・廣瀬 

8 

休診日 

11 

東矢 

18 

東矢・廣瀬 

25 

東矢・廣瀬 

2 

東矢 

9 

東矢・廣瀬 

12 

東矢・廣瀬 

19 

東矢・廣瀬 

26 

廣瀬 

3 

東矢・廣瀬 

10 

東矢・廣瀬 

13 

廣瀬 

20 

東矢 

27 

廣瀬 

4 

東矢 

11 

東矢 

14 

廣瀬 

21 

東矢 

28 

廣瀬 

5 

廣瀬 

12 

廣瀬 

火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 

横 防　岡崎　貢さんの作品「のれん」 本 村　山口愛子さんの作品「夕がお」 


